令和８年度野生鳥獣対策検討業務説明書

【業務概要】
1、 背景および目的
[bookmark: _Hlk131003643][bookmark: _Hlk192504652][bookmark: _Hlk130230271]各府県では第二種特定鳥獣管理計画をもとに鳥獣対策を講じているところであるが、予算や人手などのリソースに限りがある中で府県職員は対策を講じることが求められており、効果的効率的な運用が必要であるが、そのための知見等（対策実施区域のゾーニングや被害状況等のモニタリング項目の設定の考え方等）は十分に整理されていない。令和７年度業務では、府県アンケートや検討会議により抽出された課題等を踏まえて有識者ヒアリング等を実施し、効果的効率的な運用に向けた「第二種特定鳥獣管理計画作成のためのガイドライン」を作成した。一方で、高齢化や過疎化などの社会的問題が進行した将来における野生鳥獣対策に関して、十分な議論ができていないという課題が残った。
また、主要な鳥獣被害対策事業の一つである有害鳥獣捕獲事業については、その実施体制に課題が山積し、期待どおりの成果やその実感が得られていないことが指摘されている。これらの課題を解決するためには、事業主体である行政が、捕獲従事者を統括する必要があり、そのために「法令順守」や「安全管理」そして「捕獲による被害軽減」等の観点から、確認すべき事項や手法、その手順等の具体化が不可欠となる。令和７年度業務では、人材育成等に関する検討会を実施し、課題の整理とともに解決に向けた被害防止計画改善のためのガイドライン作成にも着手した。
[bookmark: _Hlk192504759]上記の成果や実績を踏まえて、本業務では、検討会議等を通して、課題解決に向け、ガイドラインの作成等を行う。また、全国的にクマ対策が注目されるなかで、構成府県市から対策を行う上での課題が報告されているため、課題を整理し、対策を講じていく。

2、 実施場所
主に関西広域連合広域環境保全局に参加している団体（滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、徳島県、京都市、大阪市、堺市および神戸市。）の区域。

3、 業務期間
契約締結の日から令和９年３月23日まで

4、 業務内容
[bookmark: _Hlk192507133]以下の各業務内容について、関係する地方公共団体、関係機関と連携、協力して実施する。
（１）第二種特定鳥獣管理計画運用における課題（社会的問題等）に対する取組（広域的なニホンジカ被害対策の推進）
・将来構想検討会議の開催
　　　　　野生鳥獣対策を推進するにあたり、将来の社会構造等を踏まえた長期的な観点を持つことが重要となる。この観点に基づき、野生鳥獣対策の検討会議を実施し、各府県の担当者が新たな視点や発想を得られる場を提供すること。
なお、会議資料の作成および運営にあたっては、有識者へのヒアリング等を行い、効果的なものとなるよう工夫すること。
対象者　１５名程度
（第二種特定鳥獣管理計画担当者、府県捕獲業務担当者）
時　期　令和８年６月～令和９年３月
（（２）ア　有害鳥獣捕獲体制検討会と合わせて５回程度とする。）


（２）有害鳥獣捕獲事業運用における課題に対する取組（広域連携による鳥獣害対策の推進）
・有害鳥獣捕獲体制検討会の開催
課題を解決のために被害防止計画改善のためのガイドライン（仮称）の作成に向け、協議するものとする。なお、ガイドライン等の作成および検討会運営のあたっては、有識者へのヒアリング等を行い、効果的なものとなるよう工夫すること。
対象者　１０名程度
（有害鳥獣捕獲事業主体となる市町村担当者３名程度、関西広域連合構成
府県市担当者）
時　期　令和８年６月～令和９年３月
（（１）将来構想検討会議と合わせて５回程度）

　　（３）構成府県市に対するクマ対策の支援
構成府県市から抽出したクマ対策の課題から、支援策を検討し、実施すること。

（４）関西広域連合ニホンジカ等担当者会議等の運営補助
担当者会議（３回程度開催）および検討会等の資料及び議事録の作成等を行う。（１回１～２時間程度、出席者最大約２０名）

（５）報告書のとりまとめ
本業務の実施内容についてとりまとめ、報告書を作成するとともに、報告書冒頭にＡ４数ページの「概要版」を作成する。

（６）留意事項
会議や講座等では、学識経験者や専門家等からの自然科学的・社会科学的助言も得ながら、具体的な課題や方向性・方針の共有・協議などを行い、次年度以降の対策等について取りまとめ・発信を行っていく。
なお本業務受託者において、それぞれのテーマに関して知見のある学識経験者・専門家等を選定し、必要な時に招聘すること。それに伴う経費については本業務受託費の中から支出すること。
また本業務の実施にあたっては、あらかじめ、ニホンジカをはじめとする野生鳥獣の生態等の自然科学的与件だけでなく、捕獲業務、捕獲を巡る補助体系等、社会的与件にもある程度詳しい受託者を想定している。もし受託者内にいない場合は、必ず学識経験者・専門家等の指導・助言を受けるものとする。

5、 業務の実施
本業務における委託者と受託者の打合せは、おおむね業務着手時、中間時、業務とりまとめ時、に実施する。打合せ等を実施した場合は、受託者において速やかに業務打合せ簿等を作成し、内容について委託者の確認を得ること。

6、 成果物
【報告書】　
・ファイル製本　　　　　２部
・報告書の電子データを収納した電子媒体（ファイル製本報告書に添付すること）。
・クルミ綴製本１８部（A4版）

7、 成果物の二次利用について
なお受託者は、委託者が認めた場合の、成果物の二次利用においても、その都度、委託者と協議の上、その利用の取り決めを行うものとする。
